
会員各位 

関係者各位 

2020 年 4 月 12 日（日） 

多摩ハンドサッカー倶楽部 

代表：雪琢馬 

 

新型コロナウイルス感染症に関する 

当倶楽部の今後の対応について 
 

今年に入り全世界において新型コロナウイルス感染症が流行しております。

また先日、東京都には国からの緊急事態宣言が出され、必要のない外出は控える

ように要請されております。これらの事態を踏まえて、今後の当倶楽部の活動方

針を含めた対応については下記の通りにいたします。 

 

1.基本的な考え方 

この新型コロナウイルス感染症は 8 割の方が軽症と言われているが、残りの

2 割が重症化をすると言われている。しかしながら当倶楽部の会員の多くは免疫

力が弱い、またはてんかん発作やぜんそくなどの持病を持っている方が多く在

籍している。これらのことを踏まえ当倶楽部としては「命、最優先」を考えてい

く。 

 

2.今後の活動について 

2020 年 3 月より当倶楽部の活動は休止にしているが、今後も新型コロナウイ

ルス感染症が流行している期間は活動を休止とする。 

 

3.活動の再開時期について 

今後の活動再開については、東京都内の新型コロナウイルス感染症の流行が

終息または終息傾向になり、日常生活（仕事、買い物、余暇活動）が制限なく活

動できるようになったときに再開する。 

 



4.今年度の「楽しもう！ハンドサッカー交流大会」について 

今年度は 10 月 3 日（土）の開催予定である。しかしながら「1.基本的な考え

方」で述べた通りに他団体も含めた参加者全員の「命、最優先」という視点から、

開催有無については慎重に判断をしなければならない。6 月ごろに開催有無につ

いて検討する。 

 

5.2019 年度決算報告および 2020 年度分の年会費について 

ア）2019 年度決算報告について 

3 月後半から東京都が必要のない外出について自粛を要請している。また

同時期都内では 1 日当たりの感染者数が急増していて、役員の会議は SNS

による電話会議となっている。しかしながら決算報告を始めたとして会計に

関する作業は直接、関係役員が対面して行わなければならない。この理由に

よって決算報告などの会計処理は一時停止させていただく。 

 

イ）既に年会費を納入してくださった方へ 

既に会員の方から 2020 年度分の年会費を納入して頂いた年会費について

は、活動再開されるまで個別に保管させていただくことにする。また、活動

が再開できる時期によっては来年 2021 年度の年会費にあてさせていただく

可能性もある。いずれにしても活動が再開する際に検討する。 

 

 ウ）まだ年会費が未納の方へ 

現時点で 2020 年度分の年会費が未納の方は、活動が再開する目途が立っ

たら改めて当倶楽部よりお知らせをする。それまでは各自で保管等をして頂

きたい。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 


